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 令和３ 年度大口町子育て世帯等臨時特別支援事業（ 子育て世帯への臨時特別給付

（ 先行給付金）） 支給事務実施要綱を次のよう に定める。  

 

  令和３ 年１ ２ 月１ ０ 日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

 

 

令和３ 年度大口町子育て世帯等臨時特別支援事業（ 子育て世帯への臨

時特別給付（ 先行給付金） ） 支給事務実施要綱 

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の要綱は、 「 令和３ 年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」 （ 令

和３ 年１ １ 月２ ６ 日付け府政経運第３ ９ ９ 号内閣府政策統括官（ 経済財政運営

担当） 通知） に基づき 、 新型コ ロ ナウイ ルス感染症の影響等を 踏まえ、 子育て

世帯に対し て、 臨時特別的な給付措置と し て実施する 、 令和３ 年度の子育て世

帯等臨時特別支援事業に関し 、 必要な事項を定める。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の要綱において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に

定めると こ ろ による。  

( 1)  子育て特別給付金 前条の目的を 達する ために、 大口町（ 以下「 町」 と い

う 。 ） によ っ て贈与さ れる 子育て世帯への臨時特別給付（ 先行給付金） を い

う 。  

( 2)  支給対象者 別記第１ に掲げる子育て特別給付金が支給さ れる者をいう 。  

( 3)  中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者を いう 。  

( 4)  一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のう ち、 町から 支

給し ている 児童手当の受給記録等を 基に、 町が、 子育て特別給付金の支給の

申込みを行う 者をいう 。  

( 5)  高校生支給対象者 支給対象者のう ち、 平成１ ５ 年４ 月２ 日から 平成１ ８ 年

４ 月 1 日の間に生まれた高校生（ 若し く はそれに準ずる） 児童の主たる生計維

持者をいう 。  

( 6)  新生児 令和３ 年１ ０ 月１ 日から 令和４ 年３ 月３ １ 日までに生まれた児童

（ 令和３ 年９ 月に生まれた児童を 含む。 ） のこ と を いう 。 なお、 母子保健法

（ 昭和４ ０ 年法律第１ ４ １ 号） に定める出生後２ ８ 日未満の児童に限ら ない。  

( 7)  新生児支給対象者 新生児を支給対象児童と し た児童手当受給者（ 児童手当

法（ 昭和４ ６ 年法律第７ ３ 号。 以下「 法」 と いう 。 ） 附則第２ 条第 1 項の給付



 

 

の受給者を除く 。 ） を いう 。  

( 8)  対象児童 別記第２ に掲げる者をいう 。  

（ 子育て特別給付金の支給等）  

第３ 条 町長は、 支給対象者に対し 、 子育て特別給付金を 支給する。  

２  前項の規定により 支給対象者に対し て支給する子育て特別給付金の金額は、 対

象児童１ 人につき ５ 万円と する。  

（ 一般支給対象者に対する支給の申込み等）  

第４ 条 町長は、 一般支給対象者に対し 、 子育て特別給付金の支給の申込みを行う 。  

２  一般支給対象者は、 前項の申込みを 受けたと き は、 子育て特別給付金の受給の

拒否を様式第１ の届出書により 届け出るこ と ができ る。  

３  町長は、 申込みから 令和３ 年１ ２ 月２ １ 日までに前項の届出がないと きは、 速

やかに支給を 決定し 、 一般支給対象者に対し 、 子育て特別給付金を支給する。  

（ 一般支給対象者に対する支給の方式）  

第５ 条 一般支給対象者に対する町による支給は、 第１ 号に掲げる方式により 行う 。

ただし 、 監護する 児童が死亡し たこ と によ り 、 令和３ 年９ 月分の児童手当の支

給を 受けず、 児童手当の支給に当たっ て指定し ていた口座等を 解約等し ており 、

子育て特別給付金の支給に支障が生じ る 恐れがある 場合に限り 第２ 号に掲げる

支給方式を 、 申請者が金融機関に口座を 開設し ていないこ と 、 金融機関から 著

し く 離れた場所に居住し ている こ と その他第１ 号又は第２ 号に掲げる 方式によ

る支給が困難な場合に限り 第３ 号に掲げる支給方式を行う 。  

( 1)  児童手当口座振込方式 町が把握する令和３ 年１ ０ 月の児童手当振込時にお

ける指定口座に振り 込む方式 

( 2)  指定口座振込方式 一般支給対象者が前条第３ 項の支給決定前までに前号の

指定口座の変更の届出を し 、 町が当該届出を し た指定口座に振り 込む方式。

または、 第２ 条第５ 号の高校生支給対象者のう ち 、 中学生までの対象児童が

おら ず、 児童手当指定振込口座が把握でき ない者が様式第２ の届出書によ り

指定し た口座に振り 込む方式 

( 3)  窓口現金受領方式 前条第３ 項の支給決定前までに第１ 号の口座の解約等に



 

 

係る 届出を し 、 町が福祉こ ども 課窓口で現金を 交付する こ と によ り 支給する

方式 

（ 一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等）  

第６ 条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のう ち、 町長が子育て特別給付金

の支給の申込みを 行っ た者以外の申請が必要と なる 者（ 以下「 申請が必要と な

る者」 と いう 。 ） は、 様式第３ の申請書により 申請を行う 。  

２  申請が必要と なる者に対し て支給する本給付金に係る町申請受付開始日は、 中

学生支給対象者又は高校生支給対象者につき 、 第４ 項各号に掲げる 申請方式に

応じ 町長が別に定める日と する。  

３  申請期限は、 やむを得ない場合を除き、 前項の規定により 定めら れた申請受付

開始日のう ち最も 早い日から 令和４ 年３ 月３ １ 日と する。  

４  申請が必要と なる者による申請及び町による支給は、 次の各号に掲げる方式の

いずれかによ り 行う 。 こ の場合において、 第３ 号に掲げる 申請方式は、 申請者

が金融機関に口座を 開設し ていないこ と 、 金融機関から 著し く 離れた場所に居

住し ている こ と 又は第１ 号若し く は第２ 号に掲げる 方式による 支給が困難な場

合に限り 行う 。  

( 1)  郵送申請方式 申請者が様式第３ を郵送により 町に提出し 、 町が申請者から

通知さ れた金融機関の口座に振り 込む方式 

( 2)  窓口申請方式 申請者が様式第３ を町に提出し 、 町が申請者から 通知さ れた

金融機関の口座に振り 込む方式 

( 3)  窓口現金受領方式 申請者が様式第３ を郵送により 、 又は町の窓口において

町に提出し 、 町が福祉こ ども 課窓口で現金を 交付する こ と によ り 支給する 方

式 

５  町長は、 第１ 項の規定による申請において、 必要に応じ て、 公的身分証明書の

写し 等を提出さ せ、 提示さ せるこ と 等により 、 当該申請者の本人確認を行う 。  

（ 新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式）  

第７ 条 町長は、 新生児支給対象者が、 新生児出生時に行っ た児童手当の認定請求

又は額改定請求と 併せて様式第４ の申請書によ り 子育て特別給付金の申請を 行



 

 

っ たと きは、 児童手当振込指定口座に本給付金を振り 込むも のと する。  

２  町長は、 新生児支給対象者が、 前項の児童手当の認定請求又は額改定請求を し

た後、 様式第４ により 別途本給付金について申請を 行っ たと き は、 様式第４ に

記載さ れた振込指定口座に本給付金を振り 込むも のと する。  

３  町長は、 前２ 項の規定にかかわら ず、 児童手当受給の記録（ 過去の受給の記録

を 含む） 又は他の給付金受給の記録を 基に子育て特別給付金の支給が可能な新

生児支給対象者については、 新生児支給対象者に対し 、 支給の申込みを行う 。  

４  申請及び支給に関し ては前条第３ 項及び第４ 項を準用する。  

（ 代理による申請）  

第８ 条 代理により 前条第１ 項の申請を 行う こ と ができ る者は、 当該申請者の指定

し た者である と 認めら れる 者その他町長が別に定める 方法によ り 適当と 認める

者と する。  

（ 申請を要する支給対象者に対する支給の決定）  

第９ 条 町長は、 第６ 条第 1 項及び第７ 条第１ 項の規定により 提出さ れた申請書を

受理し たと き は、 速やかに内容を 確認の上、 支給を 決定し 、 当該申請を 要する

支給対象者に対し 、 子育て特別給付金を支給する。  

（ 子育て特別給付金の支給等に関する周知）  

第１ ０ 条 町長は、 子育て特別給付金支給事業の実施に当たり 、 支給対象者及び対

象児童の要件、 申請の方法、 申請受付開始日等の事業の概要について、 広報そ

の他の方法による住民への周知を行う 。  

（ 申請が行われなかっ た場合等の取扱い）  

第１ １ 条 町長は、 前条の規定によ る周知を 行っ たにも かかわら ず、 申請を要する

支給対象者から 第６ 条の申請期限までに申請が行われなかっ た場合、 当該支給

対象者が子育て特別給付金の支給を 受けるこ と を辞退し たも のと みなす。  

２  町長が第４ 条第３ 項の規定によ る支給決定を行っ た後、 町が把握する児童手当

振込時における 指定口座（ 支給前までに指定口座の変更を 届け出ている場合は、

当該届出を し た指定口座） に子育て特別給付金と し て支給を 行う 手続を 行っ た

にも かかわら ず、 令和４ 年３ 月３ １ 日までに指定口座への振込が口座解約・ 変



 

 

更等により できない場合は、 本件契約は解除さ れる。  

３  町長が第９ 条の規定による支給決定を行っ た後、 申請書の不備による振込不能

等があり 、 町長が確認等に努めたにも かかわら ず、 申請書の補正が行われない

こ と その他支給対象者の責に帰すべき 事由によ り 支給ができ なかっ たと き は、

当該申請は取り 下げら れたも のと みなす。  

（ 不当利得の返還）  

第１ ２ 条 町長は、 子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当

し なく なっ た者、 偽り その他不正の手段によ り 子育て特別給付金の支給を 受け

た者に対し 、 支給を行っ た子育て特別給付金の返還を求める。  

（ 受給権の譲渡又は担保の禁止）  

第１ ３ 条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、 譲り 渡し 、 又は担保に供し て

はなら ない。  

（ その他必要事項）  

第１ ４ 条 こ の要綱の実施のために必要な事項は、 町長が別に定める。  

附 則 

こ の要綱は、 告示の日から 施行する。  

  



 

 

別記（ 第２ 条関係）  

 

第１  支給対象者 

１  子育て特別給付金は、 令和３ 年９ 月分の法による児童手当（ 以下「 児童手当」

と いう 。 ） の受給者（ 法附則第２ 条第１ 項の給付の受給者を 除く 。 ） 、 高校

生を 養育し ている 者であっ て児童手当の本則給付相当の受給者である 者並び

にそれに準ずる 者（ 施設設置者等を 含む。 ） 及び令和４ 年３ 月３ １ 日までに

出生し た新生児の児童手当受給者（ 法附則第２ 条第１ 項の給付の受給者を 除

く 。 ） については、 子育て特別給付金を支給する。  

２  １ の規定にかかわら ず、 子育て特別給付金は、 次の表の左欄に掲げる場合に

ついて、 それぞれ同表の右欄に掲げる 者に対し て支給する 。 ただし 、 既に１

に規定する 者（ 以下「 受給者等」 と いう 。 ） に対し て子育て特別給付金の支

給が決定さ れている場合には、 こ の限り でない。  

① 令和３ 年９ 月３ ０ 日の基準日（ 以下

「 基準日」 と いう 。 ） 後に受給者等が死

亡し た場合（ こ の２ の規定によ り 子育て

特別給付金を 支給さ れる 者が、 当該者に

対し て子育て特別給付金の支給が決定さ

れるまでの間に死亡し た場合を含む。 ）  

左欄に掲げる 者が死亡し た日

の属する 月の翌月分の当該者

に係る 支給要件児童（ 法第４

条第１ 項第１ 号に規定する 支

給 要 件 児 童を い う 。 以 下同

じ 。 ） に係る 児童手当の支給

を 受ける 者又は左欄に掲げる

者の死亡し た日以後に高校生

を 養育する 者その他こ れに準

ずる も のと し て 適当と 認めら

れる者 

② 基準日の翌日から 子育て特別給付金の

支給が決定さ れる までの間に、 受給者等

に係る 児童が中学校修了前の施設入所等

左欄に掲げる 中学校修了前の

施設入所等児童又は高校生の

施設入所等児童が委託さ れて



 

 

児童（ 同項第４ 号に規定する 中学校修了

前の施設入所等児童を いう 。 ） 若し く は

里親等へ委託さ れ又は障害児入所施設等

へ入所若し く は入院し ている 高校生（ 以

下 「 高 校 生 の 施 設 入 所 等 児 童 」 と い

う 。 ） である こ と を 受給者等に子育て特

別給付金を 支給する 市町村（ 特別区を 含

む。 以下同じ 。 ） が把握し た場合 

いる 里親等若し く は左欄に掲

げる 中学校修了前の施設入所

等児童又は高校生の施設入所

等児童が入所若し く は入院を

し ている 障害児入所施設等の

設置者（ 以下「 施設等受給資

格者」 と いう 。 ）  

③ 基準日の翌日から 子育て特別給付金の

支給が決定さ れる までの間に、 受給者等

から の暴力を 理由に避難し 、 当該受給者

等と 生計を 別にし ている 当該受給者等の

配偶者（ 現に第２ の対象児童を 監護し 、

かつ、 こ れと 生計を 同じ く する 者に限

る 。 ） がその避難先の市町村において、

当該対象児童に係る 法第７ 条第１ 項の規

定によ る 認定の請求を し 、 当該避難先の

市町村によ る 当該認定の請求に関する 通

知が受給者等に対し て子育て特別給付金

を 支給する 市町村に到達し た場合又はこ

れに準ずる手続を行っ た場合 

左欄に掲げる当該者の配偶者 

 

第２  対象児童 

支給対象者に支給さ れる 子育て特別給付金の対象児童（ 子育て特別給付金の支

給額の算定の基礎と なる児童をいう 。 以下同じ 。 ） は、 次のア～エに掲げる者と す

る。  

ア 支給対象者に支給さ れる令和３ 年９ 月分の児童手当に係る児童 

イ  基準日において支給対象者に養育さ れる高校生 



 

 

ウ 基準日において里親等へ委託さ れ又は障害児入所施設等へ入所若し く は入院

し ている高校生の施設入所等児童 

エ 令和４ 年３ 月３ １ 日までの間に出生し た児童 

 



大口町長　　　　　　様

　　　　　年　　　月　　　日

届出者住所

本人確認書類添付箇所

※個人番号カ ード 、 住民基本台帳カ ード 、 運転免許証、 旅券等の写し

様式第１号（第４条関係）

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）受給拒否の届出書

届出者氏名

届出者連絡先　　　　　　　　　　（　　　　　　）

1, 　私は、「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金）」の受給に
ついて拒否することを、ここに届けます。

2, 　本届出により、「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金）」の
受給を拒否する者が本人であることを証明するため、本人確認資料を下欄に
貼付し提出します。

市区町村

受付印



年 月 日

　下記の金融機関口座（原則、１．の届出者の口座とします。）への振込みを希望します。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

※ 　窓口での現金支給を希望します。　□     （左のチェック欄への記入をお願いします。）

口座振込が出来ない理由

ゆうちょ銀行 -

口　座　名　義

「１．届出者」名義に限る。カナ（又はアルファベット）
※通帳の表記に合わせてください。

支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

金融機関番号 店番号

金　融　機　関　名

現住所（住民票所在地）

２．新規振込先指定口座（児童手当を受給していたご本人名義の口座に限ります。）

電話　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※日中連絡のつく連絡先

住所　（令和３年９月30日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記載不要

（　フ　リ　ガ　ナ　）
生　年　月　日

氏　　　　　名

様式第２号（第５条関係）

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）支給口座登録等の届出書

 令和３年９月分の児童手当支給市区町村

記入日 　　　 　年　　月　　日１．届出者・申請者（児童手当を受給していた方（もしくはそれに準ずる方））

大口町長　　　　　　　　　　　　　様

※金融機関の口座がつくれない方等、どうしても口座による受け取りが出来ない方は、その理由と本人確認資料を裏面に添付してください。

市区町村

受付印



振込先金融機関口座確認書類

※受取口座の金融機関名、 口座番号、 口座名義人（ カ ナ） が分かる 通帳やキャ ッ シュ カ ード の写し



電話　　　　　　（　　　　　　）

※下記の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

電話　　　　　　（　　　　　　）

※下記の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

※同居・別居の別については令和３年９月３０日時点の状況を選択してください。

４．添付書類

【誓約・同意事項】

（ 日本産業規格Ａ 列４ 番）（裏面も確認してください。）

3

2

№

4 同 ・ 別

月 日年

氏　　　　　名

３．対象児童

※「支給対象児童」の範囲については記載要領を参照してください。
平成15年４月２
日～平成18年４
月１日生まれの
児童（高校生）
に〇をつけてく
ださい

日

配偶者の有無２．配偶者

個人番号

（　フ　リ　ガ　ナ　）

続　柄 生　年　月　日
氏　　　　　名

個人番号

　　　　令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）申請書

令和３年９月30日時点の住民票所在市区町村

１．申請者 記入日 　　　　年　　月　　日

（様式第３号）（第６条関係）

申請・請求者の現住所（住民票所在地）

月

記入日

申請者の住所　（令和３年９月30日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記入不要

配偶者の住所　（令和３年９月30日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記入不要

（　フ　リ　ガ　ナ　）

氏　　　　　名

大口町長　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

（　フ　リ　ガ　ナ　）
生年月日

年

結婚してい
る場合○を
つけてくだ

さい

同 ・ 別

同 ・ 別

　　　　年　　月　　日

日

日

日

配偶者の現住所（住民票所在地）
※申請者と同じ場合は記入不要

住所（別居の場合のみ記入）

生年月日

年

月

月

有　　・　　無

（１）申請内容等に偽りがあった場合、相違があり支給要件に該当しなかった場合には、支給済みの給付金について速やかに返還します。
（２）子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の支給要件の該当性等を審査等するため、大口町が必要な税情報等の公簿等の確認
を行う
　　ことや必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
（３）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（４）この申請書は、大口町において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。
（５）大口町が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和４年３月３１日までに
　　申請・請求者に連絡・確認できない場合には、大口町は当該申請が取り下げられたものとみなします。
（６）給付金の支給後、令和２年の所得額が変更となり児童手当の所得制限限度額以上になった場合など、子育て世帯への臨時
　　特別給付（先行給付金）の支給要件に該当しないことが判明した場合には、子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）を返還しま

日

令和３年９月分の児童手当（本則給付）を受給していることがわかる書類（支払通知書・継続認定通知書の写し、
令和３年９月分児童手当振込通帳等）又は申請者及び配偶者の方の令和３年度（令和２年分）市区町村民税課税
証明書・非課税証明書を添付してください。

月

同 ・ 別

月

同居・別居
の別

1

年

年

年

市区町村

受付印

高校生等



　　※振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

※なお、口座開設が出来ない等、振込口座を指定していない方は下記チェック欄に〇の記入をお願いします。

〇児童手当振込口座を持っていないため、市区町村窓口での現金による支給を希望します。

５．受取方法

金　融　機　関　名 支 店 名

振込先金融機関口座確認書類
※受取口座の金融機関名、 口座番号、 口座名義人（ カ ナ） が分かる 通帳やキャ ッ シュ カ ード の写し

金融機関番号 店番号

1　普通

2　当座

分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（　フ　リ　ガ　ナ　）

口　座　名　義

銀行　・　金庫

信組　・　農協

　口座をお持ちでない方や児童手当を受給していない高校生の保護者の方等は下記に記載の上、
届け出をお願いします。

ゆうちょ銀行 -

チェック欄



電話　　　　　　（　　　　　　）

※裏面の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

電話　　　　　　（　　　　　　）

※裏面の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

※同居・別居の別については申請時点の状況を選択してください。

４．添付書類

【受取口座記入欄】

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

〇児童手当振込口座を持っていないため、市区町村窓口での現金による支給を希望します。

-

大口町長　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

続　柄

（　フ　リ　ガ　ナ　）
生年月日

氏　　　　　名

年

（　フ　リ　ガ　ナ　）

生年月日
氏　　　　　名

年

金融機関番号 店番号

配偶者の住所　（令和３年１月１日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記入不要

年

氏　　　　　名

月

月

支給対象となる新生児児童（令和３年９月以降令和４年３月31日までに出生した児童）について記入してください。

住所（別居の場合のみ記入）
同居・別居

の別

同 ・ 別

同 ・ 別

配偶者の現住所（住民票所在地）
※申請者と同じ場合は記入不要

日

年

月年

月 日

生　年　月　日

日

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）申請書

住民票所在市区町村

１．申請者 記入日 　　　　年　　月　　日

(様式第４号)（第７条関係）

申請者の現住所（住民票所在地）

３．対象児童

月

個人番号

個人番号

児童手当の手続きと併せての申請の場合は、右欄に〇を記載してください。
記入日、申請者氏名以外の記載は不要です。

２．配偶者 配偶者の有無 有　　・　　無

申請者の住所　（令和３年１月１日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記入不要

記入日 　　　　年　　月　　日

５．受取方法

　給付金は児童手当振込口座（原則、１．の申請・請求者の口座となっています。）へ振込みます。
　公務員の方等は下記に記載の上、届け出をお願いします。又振込先金融機関口座確認書類を添付してください。
　※なお、口座開設が出来ない等、児童手当振込口座を指定していない方は下記チェック欄に〇の記入をお願いし
ます。

（裏面も確認してください。） （ 日本産業規格Ａ 列４ 番）

令和３年９月分の児童手当（本則給付）を受給していることがわかる書類（支払通知書・継続認定通知書の写し、
令和３年９月分児童手当振込通帳等又は申請者及び配偶者の方の令和３年度（令和２年分）市区町村民税課税
証明書・非課税証明書を添付してください。

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（　フ　リ　ガ　ナ　）

口　座　名　義

3

2

№

（　フ　リ　ガ　ナ　）

1

日

日

同 ・ 別

ゆうちょ銀行

市区町村

受付印

新生児

チェック欄



【誓約・同意事項】

振込先金融機関口座確認書類
※受取口座の金融機関名、 口座番号、 口座名義人（ カ ナ） が分かる通帳やキャ ッ シュ カ ード の写し

（１）申請内容等に偽りがあった場合、相違があり支給要件に該当しなかった場合には、支給済みの給付金について速やかに返還します。
（２）子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の支給要件の該当性等を審査等するため、大口町が必要な税情報等の公簿等の確認を
行う
　　ことや必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
（３）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（４）この申請書は、大口町において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。
（５）大口町が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和４年３月３１日までに
　　申請・請求者に連絡・確認できない場合には、大口町は当該申請が取り下げられたものとみなします。
（６）給付金の支給後、令和２年の所得額が変更となり児童手当の所得制限限度額以上になった場合など、子育て世帯への臨時
　　特別給付（先行給付金）の支給要件に該当しないことが判明した場合には、子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）を返還しま


